
 

 

令和８年度神奈川県市長会事業計画 

 

１ 基本方針 

県内各市の連絡協調を図り、市政の円滑な運営と進展に資するために県・国への要望

提案活動等必要な事業を実施する。 

 

２ 事業計画 

(1) 市長会議等の開催 

本会の運営に関し、重要な事項について審議・決定するため、市長会議等を開催す

る。 

ア 定例市長会議   年４回［５月・７月・10月・１月］ 

イ 臨時市長会議   随 時 

ウ 常任理事会     随 時 

エ 正・副会長会議  随 時 

オ 監事監査     年１回 

 

(2) 部会等の開催 

市長会議において委任または諮問された事項について審議及び処理するため、部会

等を開催する。 

ア 定例総務部会                                        年４回 

イ  臨時総務部会                                           随 時 

ウ  部会合同会議                                        年２回 

 

(3)  関係機関等との交流会議の開催 

神奈川県、関係機関等との連絡協調を図るため、交流会議等を開催する。 随 時 

                                        

(4)  連絡調整・調査研究 

ア 情報の収集・提供 

全国市長会、神奈川県等から情報を収集し、各市に提供する。 

イ 要望活動 

各市の意見を国及び県の翌年度予算編成等に反映させ、都市行政における課題や

緊急を要する問題等への対応・解決を図るため、次の活動を行う。 

(ｱ) 国の施策及び予算に関する提言                   年２回 

(ｲ) 県の施策・制度・予算に関する要望                             年１回 

(ｳ) 国、県等に対する緊急要望等                             随 時 

ウ 県、関係機関等との連携 

県、関係機関等からの依頼に応じて役員等の推薦を行い、県、関係機関等が開催す

る会議等に出席する。 



エ 部会の調査研究 

必要に応じて部会設置規程第２条第２項に規定する所管事項に係る調査、研究等を

行う。 

オ 各種事業の後援・協賛等 

各種団体等が行う事業の後援、協賛等を行う。 

    

(5)  表彰・報償・慶弔等 

ア 神奈川県市長会表彰規程に基づき、表彰状及び記念品を贈呈する。 

イ 神奈川県市長会慶弔等に対する贈呈要綱に基づき、祝電等を贈呈する。 

ウ 県内外で開催される諸行事に必要に応じて本会代表者が出席し、又は電報等を送

り、慶弔の意を表する。 

 

(6) その他の事業 

 全国市長会及び全国都市職員災害共済会が行う各種共済保険事業の加入促進に協

力するため、次の事業に係る説明会を開催する。 

(ア)全国市長会団体定期保険、任意共済、個人年金共済事業         年１回 

(イ)全国市長会市民総合賠償補償保険、予防接種事故賠償補償保険等事業  年１回 

(ウ)全国都市職員災害共済会の火災共済、自動車共済事業          年１回 

 

 


